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全 部 改 正 平 成 22 年 2 月 2 日

公 益 財 団 法 人 日 本 関 税 協 会 会 員 規 程

（ 目 的 ）
第 1 条 こ の 規 則 は 、 公 益 財 団 法 人 日 本 関 税 協 会 （ 以 下 ｢こ の 法 人 ｣と い う 。） の 定 款 第 42
条 の 規 定 に 基 づ き 、 こ の 法 人 の 会 員 の 入 会 及 び 退 会 並 び に 入 会 金 及 び 会 費 の 納 入 に 関 し
必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。

（ 賛 助 会 員 、 特 別 賛 助 会 員 ）
第 2 条 こ の 法 人 の 目 的 及 び 事 業 に 賛 同 す る 法 人 、団 体 及 び 個 人 は 、理 事 長 の 承 認 を 得 て 、
定 款 第 41 条 第 1 項 に 定 め る 賛 助 会 員 及 び 同 条 第 2 項 に 定 め る 特 別 賛 助 会 員 に な る こ と が
で き る 。 こ の 場 合 、 特 別 賛 助 会 員 は 、 同 第 8 章 に 規 定 す る 特 別 事 業 部 に 属 す る も の と す
る 。

（ 理 事 会 へ の 報 告 ）
第 3 条 理 事 長 は 、 直 近 の 理 事 会 に お い て 、 新 た に 賛 助 会 員 又 は 特 別 賛 助 会 員 （ 以 下 ｢会
員 ｣と い う 。） と な っ た 者 に 関 す る 報 告 を 行 う も の と す る 。

（ 入 会 手 続 き ）
第 4 条 会 員 に な ろ う と す る 者 は 、 所 定 の 入 会 申 込 書 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。

（ 入 会 の 不 承 認 ）
第 5 条 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 項 に 該 当 す る 場 合 は 、 入 会 を 承 認 し な い 。
( 1 ) 入 会 申 込 書 に 虚 偽 の 記 載 が あ っ た 場 合
( 2 ) 入 会 申 込 後 一 定 の 期 間 を 経 過 し て も 入 会 金 の 払 込 み が な い 場 合
( 3 ) 過 去 に こ の 法 人 か ら 会 員 資 格 を 取 り 消 さ れ た こ と が あ り 、 そ の 事 由 が 解 消 し た 時

か ら 3 年 が 経 過 し て い な い 場 合
( 4 ) 公 益 社 団 法 人 及 び 公 益 財 団 法 人 の 認 定 等 に 関 す る 法 律 第 6 条 第 1 号 ロ 及 び ハ 、 同

条 第 2 号 、 第 5 号 及 び 第 6 号 に 定 め る 事 項 に 該 当 す る 場 合 、 そ の 他 理 事 長 が こ の 法
人 の 設 立 趣 旨 に 照 ら し 不 適 当 と 判 断 し た 場 合

（ 会 費 及 び 入 会 金 ）
第 6 条 会 員 は 、 入 会 申 込 時 に 入 会 金 及 び 年 会 費 を 、 以 後 毎 年 年 会 費 を 納 入 し な け れ ば な
ら な い 。

２ ． 入 会 金 及 び 年 会 費 は 会 員 種 別 に 応 じ て 下 記 各 号 の と お り と す る 。
（ 1） 賛 助 会 員 入 会 金 30,000 円

年 会 費 48,000 円
（ 2） 特 別 賛 助 会 員 入 会 金 50,000 円

年 会 費 300,000 円
３ ．前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、次 に 掲 げ る 者 に つ い て は 、入 会 金 を 免 除 す る こ と が で き る 。
（ 1） 個 人 で あ っ て 、 専 ら 自 己 の 研 究 等 の た め に 入 会 す る 者
（ 2） 地 方 自 治 体 及 び こ れ に 準 ず る 者
（ 3） 同 一 施 設 内 に 所 在 す る 同 一 事 業 体 の 2 以 上 の 部 署 が 各 々 入 会 す る 場 合 で あ っ て 2

番 目 以 降 に 入 会 す る 者
（ 4） 退 会 後 、 3 年 以 内 に 再 度 入 会 す る 者
（ 5） 賛 助 会 員 で 特 別 賛 助 会 員 と し て 入 会 す る 者 及 び 特 別 賛 助 会 員 で 賛 助 会 員 と し て

入 会 す る 者
４ ． 年 会 費 は 、 原 則 と し て 、 こ の 法 人 が 発 行 す る 請 求 書 に 基 づ き 納 入 す る も の と し 、 年 払
い ま た は 半 年 払 い と す る 。

（ 会 費 の 使 途 ）

第 7 条 こ の 法 人 は 、 定 款 第 4 条 に 掲 げ る 公 益 事 業 の 実 施 を 通 じ 会 員 を 始 め 広 く 国 民 社 会
全 体 に そ の 利 益 が 均 て ん さ れ る こ と を 事 業 目 的 と し て お り 、 こ の 観 点 か ら 第 6 条 の 入 会

公益財団法人日本関税協会会員規程



- 2 -

金 及 び 年 会 費 は 、 毎 事 業 年 度 に お け る 合 計 額 の 50%以 上 を 当 該 年 度 の 公 益 目 的 事 業 に 使
用 す る も の と す る 。

（ 会 員 に 対 す る サ ー ビ ス ）
第 8 条 賛 助 会 員 は 、 次 に 掲 げ る サ ー ビ ス を 享 受 す る こ と が で き る 。
（ 1） 特 別 事 業 部 以 外 の 部 が 発 行 す る 刊 行 物 ・ 資 料 で 予 め 定 め ら れ た も の の 無 償 配 付
（ 2） こ の 法 人 が 運 営 す る ホ ー ム ペ ー ジ 中 の 賛 助 会 員 専 用 サ イ ト へ の ア ク セ ス 及 び メ

ー ル に よ る 情 報 提 供
（ 3） こ の 法 人 が 主 催 又 は 共 催 す る 各 種 セ ミ ナ ー 、 講 習 会 、 講 演 会 、 説 明 会 等 で 予 め

定 め ら れ た も の に つ い て の 無 料 若 し く は 特 別 料 金 に よ る 参 加
２ ． 特 別 賛 助 会 員 は 、 特 別 事 業 部 が 提 供 す る 前 項 に 準 ず る サ ー ビ ス を 享 受 す る こ と が で き
る 。

３ ． 前 2 項 に 掲 げ る サ ー ビ ス の 内 容 等 に つ い て は 、 理 事 長 は 、 状 況 の 変 化 に 応 じ 変 更 す る
こ と が で き る も の と す る 。

（ サ ー ビ ス の 一 時 的 な 中 断 ）
第 9 条 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 由 そ の 他 不 測 の 事 態 の 発 生 に よ り 、 サ ー ビ ス の 提 供 が 困 難 と
な っ た 場 合 は 、 会 員 に 対 し 事 前 に 連 絡 す る こ と な く 、 一 時 的 に サ ー ビ ス の 提 供 を 中 断 す
る こ と が あ る 。 こ の 場 合 、 中 断 期 間 に 相 当 す る 会 費 の 返 還 は 行 わ な い も の と す る 。
（ 1） シ ス テ ム の 保 守 、 点 検 整 備 、 サ ー バ ー 運 用 上 の ト ラ ブ ル
（ 2） 火 災 、 停 電 及 び 地 震 、 噴 火 、 洪 水 等 天 災
（ 3） 戦 争 、 暴 動 、 争 乱 等

２ ． 一 次 的 に 中 断 し た サ ー ビ ス に つ い て は 、 こ の 法 人 は 可 能 な 限 り 速 や か に そ の 復 旧 に 努
め る も の と す る 。

（ 変 更 の 届 け 出 ）
第 10 条 会 員 は 、 名 称 、 住 所 、 連 絡 先 等 、 届 け 出 事 項 に 変 更 が 生 じ た 場 合 に は 、 速 や か
に 所 定 の 手 続 き を 行 う も の と す る 。

２ ． 会 員 が 前 項 の 届 け 出 を 行 わ な か っ た こ と に よ り 被 っ た 不 利 益 に 対 し て は 、 こ の 法 人 は
一 切 の 責 任 を 負 わ な い も の と す る 。

（ 除 名 ）
第 11 条 会 員 が 次 の 各 号 に 掲 げ る 事 由 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 理 事 会 の 決 議 に よ
り 除 名 す る こ と が で き る 。
（ 1） 違 法 行 為 ま た は 著 し く 道 義 に も と る 行 為 を す る な ど 、 会 員 と し て 相 応 し く な い

と 認 め ら れ る と き
（ 2） 公 益 社 団 法 人 及 び 公 益 財 団 法 人 の 認 定 等 に 関 す る 法 律 第 6 条 第 6 号 に 該 当 す る

こ と と な っ た 場 合
（ 3） こ の 法 人 が 定 め る 規 約 に 違 反 し た と き
（ 4） 正 当 な 理 由 な く 会 費 を 3 年 以 上 滞 納 し た と き

（ 退 会 ）
第 12 条 会 員 は 、 い つ で も 、 退 会 の 届 出 書 を 提 出 す る こ と に よ り 、 退 会 す る こ と が で き
る 。

２ ． 前 項 の 場 合 、 会 費 の 未 納 分 が あ っ た と き 、 そ の 支 払 い を 免 れ ず 、 既 納 の 入 会 金 及 び 会
費 は 、 そ の 理 由 の 如 何 を 問 わ ず 、 こ れ を 返 還 し な い も の と す る 。

（ 改 廃 ）
第 13 条 こ の 規 程 の 改 廃 は 、 理 事 会 の 決 議 を 経 て 行 う 。

（ 補 則 ）
第 14 条 こ の 規 程 の 実 施 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 理 事 長 が 別 に 定 め る も の と す る 。

附 則
こ の 規 程 は 、 平 成 23 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。
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